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　水道メーター検針期間と料金の請求方法が変わります③
　　　　外部委託で変更となる点について、３月号までの３回に分けてお知らせします。

【４月以降の窓口】
　■名　　称　周防大島町上下水道料金お客様センター
　■場　　所　柳井市南町 1 丁目 10‐2　
　　　　　　　柳井市役所 2 階（上下水道部 水道課内）
　■業務時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
　　　　　　　（土日祝日を除く）
　　　　　　　☎０８２０（２５）１６００
　■受託業者　フジ地中情報株式会社 広島支店
　■業務内容　メーター検針、開閉栓、料金請求、
　　　　　　　窓口業務等　

○ 4月から、上下水道窓口業務等を民間業者に委託します。

▲柳井市役所内のお客様センター

▶制服を着用した受託
　業者が対応します

見 本
【新納付書のイメージ】

○４月から、以下の納付書へ変更となります。なお、旧納付書のコンビニ使用期限は４月 20 日までです。　
　４月以降に納付書の再発行をご希望の方は、お客様センターまでご連絡ください。

水道のご使用がない場合
は、「*****」 と表示され
ます。　

水道課・下水道課からのお知らせ

下水のご使用がない場合
は、「*****」 と表示され
ます。

水道のみご使用の場合
は、「水道料金」と表示
されます。
下水のみご使用の場合
は、「下水道使用料」
と表示されます。

 ■問い合わせ
　水道課  　☎ 79‐1011
　下水道課  ☎ 79‐1014


